
高度衛生管理基本計画変更書

１ 変更理由

変更理由

枕崎漁港は、鹿児島県薩摩半島南部に位置する特定第３種漁港で、海外まき網漁船が中

西部太平洋で漁獲するカツオやマグロ、また、大中型及び中・小型まき網漁船が東シナ海

等で漁獲するサバやアジ等の陸揚げを主に、沿岸漁業も取り扱う流通拠点漁港である。

本漁港を拠点とする漁業と全国一の生産量を誇る鰹節製造業など水産加工業は、地域の

重要な基幹産業であり、現在、海外まき網漁船の大型化への対応や漁港全体で衛生管理の

強化を図るため、漁港施設整備を進めているところである。

これら整備により、取り扱う水産物の品質を確保し、これを原料とする鰹節やさつま揚

げなど地元水産加工品も含め、流通機能の強化を図ることとしている。

しかしながら、現状では加工原料を他地区からの陸送調達に依存するなど、漁港の陸揚

げ能力と保管能力に課題を抱えている。

このため、更なる流通機能の向上を図るには、自港陸揚げによる効率的な加工原料の調

達と安定生産に資するストックの確保、さらには国内外への販路拡大及び流通量増加に必

要な産地における陸揚げ及び保管能力の向上が不可欠であり、事業開始後に判明した現場

条件等も踏まえ、以下の事項について計画を変更する。

１．計画工事種目の追加

(1) 冷蔵施設(新設)の追加

従来から、本地区で必要とする鰹節原料となる冷凍カツオ(低温物)を自港陸揚げだ

けでは調達できず、焼津や博多地区からの陸送調達を強いられていたことから、平成

28年度以降、用船しての運搬船事業により自港陸揚げの推進を図ってきた。

しかし、運搬船は一度に約２千トンと多量のカツオを陸揚げするため、入庫する既

設低温冷蔵庫の残容量が一気に不足し、陸揚げを希望する海外まき網漁船の入港を断

る一方で、入港に間が空き在庫が減少した際は他地区から陸送して調達するといった

非効率な状況が続き、原料の安定確保に至っていない状況にある。

このことから、海外まき網漁船の入港増加に資する岸壁の延伸と併せ、陸揚げ能力

を強化して地域水産加工業の安定を図るため、低温冷蔵施設の整備を追加する。

２．計画工事種目の内容変更

(1) －6.0ｍ岸壁(改良)及び外港北側荷さばき所の内容変更

－6.0ｍ岸壁は、背後の外港北側荷さばき所と一体的に衛生管理体制を構築するた

め、屋根を整備することとしていたが、詳細設計前に当該岸壁の機能診断を実施した

ところ、耐震性能が確保されていないことが判明したため、岸壁の前出しによる耐震

化改良を追加する。

また、外港北側荷さばき所は、水産物の品質低下防止等を目的に、高度衛生管理を

図る施設改良を行うこととしていたが、建物内の荷さばきスペースが狭隘な上に、拡
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幅する余地がないため、現状の荷さばき所だけでは衛生管理に必要なスペースを確保

できず、－6.0ｍ岸壁に屋根を整備し、荷さばき所と一体的に衛生管理を行うことと

していた。

しかしながら、当該岸壁の前出し改良により、発生する岸壁背後の用地を活用する

ことで、衛生管理に必要なスペースを確保することが出来るため、－6.0ｍ岸壁の屋

根整備をとりやめ、荷さばき所の拡幅及び庇設置による衛生管理体制の構築に変更す

る。

(2) －4.5ｍ岸壁(改良)及び内港荷さばき所の内容変更

－4.5ｍ岸壁は、背後の内港荷さばき所と一体的に衛生管理体制を構築するため、

屋根を整備することとし、荷さばき所は既存施設の改良を行うこととしていた。

しかしながら、荷さばきラインの検討において、荷さばき所建物内に必要なスペー

スを既存建物内に確保できないことから、－4.5ｍ岸壁の屋根整備をとりやめ、荷さ

ばき所の拡幅及び庇設置による衛生管理体制の構築に変更する。

なお、これに伴う変更は、水産物流通機能高度化対策事業実施要領（平成20年３月31日

付け19水港第2893号水産庁長官通知）第３の４（２）アに規定する基本方針に係る変更に

該当するため、基本計画を変更するものである。
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２ 地域名 枕崎地区

３ 地域の現況

都道府県名 鹿児島県 関係市町村名 枕崎市

地域の特徴

枕崎漁港は、鹿児島県薩摩半島の南部・枕崎市に位置している。

枕崎市は、三方を山に囲まれ南を東シナ海に面し、年間平均気温は約18℃、年間降水量

は約2,300mmと温暖多雨な都市である。

市の人口は21,655人(「枕崎の統計」、平成30年４月1日現在)で、市の中心部を流れる

花渡川沿いの市街地(桜山校区、立神校区及び枕崎校区)に人口の約８割が集中している。

同市の産業別就業割合(平成27年国勢調査)は、第一次産業が12.3％、第二次産業が23.9

％、第三次産業が63.7％であり、漁業と水産加工業のほか、茶、電照菊、焼酎等の生産が

盛んである。

カツオの陸揚げ拠点であることから、本県の基幹産業の一つでもある鰹節製造業におい

て、枕崎市は全国生産量の５割近くを占める全国一の生産地となっている。

平成29年には、枕崎市と鹿児島市を結ぶ延長約50kmの地域高規格道路・南薩縦貫道が開

通し、当地区水産物の流通をはじめ観光などアクセス向上により、薩摩半島南部地域の振

興が期待されている。

水産業の役割

本地区の沖合は、黒潮の流れる東シナ海の好漁場に恵まれ、古くからカツオ一本釣り漁

業が営まれてきた。

大正時代末期、経済不況や他県船との漁場競合など、枕崎地域のカツオ漁は不振を極め

たことから、地元のカツオ漁業経営者・原 耕(はら こう)は、私財を投じて大型動力船を

建造し、当時の漁船として初めて赤道を越えて南洋漁場を開拓した。以降、枕崎地域は現

在も続くカツオ遠洋漁業の基地としての地位を確立した。

また、沖合ではサバ、アジ等のまき網漁業が、岩礁の発達した沿岸部では定置網やタイ

類の一本釣り漁業等が営まれ、漁業と水産加工業の町として発展してきた。

枕崎漁港の属地陸揚量は平成20年代を通じて約10万トンと我が国有数の取扱量を誇り、

その半数は海外まき網漁船による冷凍カツオが占め、このカツオを原料とする鰹節生産量

は全国一を誇っている。

本漁港周辺には、(株)枕崎お魚センター、(株)枕崎市かつお公社や(公財)南薩地域地場

産業振興センター等が立地し、新鮮な地元水産物を使用した食事のほか、鮮魚、刺身、鰹

節やさつま揚げ等の地場産品を目当てに多くの観光客が訪れている。

「こどもの日かつおまつり」(例年5月)、「さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり」

(同8月)など、県外からも訪れる大きなイベントが本漁港をメインに開催されており、枕

崎市民にとって水産業は身近で親しみのある産業となっている。
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漁港名 枕崎漁港 種別 特定第３種 所在地 鹿児島県枕崎市

市場取扱量 92,873ﾄﾝ 市場取扱金額 18,234百万円

属地陸揚量 87,024ﾄﾝ 属人陸揚量 5,536ﾄﾝ 属地陸揚金額 17,123百万円

登録漁船隻数 153隻 利用漁船隻数 638隻

資料：枕崎市「枕崎漁港の水揚げ状況」(H29)、漁港港勢調査(H29)

４ 高度衛生管理の基本方針等

高度衛生管理の基本的な考え方

＜高度衛生管理導入の必要性＞

本地区は、古くから南洋漁場の基地港及び九州地方の中核的漁港として発展してきた。

本地区で陸揚げされる水産物は、全国鰹節生産量の５割近くを占める市内の鰹節加工場

への原料供給において重要な役割を果たすとともに、属地陸揚量の約３割を占めるサバ、

アジ、イワシ等の青物は九州全域に流通するほか、全国及び海外にも流通している。ま

た、量は少ないものの、多種にわたる沿岸物は地域の飲食店等を中心に流通している。

このように、本地区は水産物の生産・流通の拠点として、地域から国内外まで多様な流

通圏に対して供給する役割を担うことから、陸揚げから出荷に至る各工程において、高度

な衛生管理のもと水産物を取り扱うことが不可欠となっている。

※ 本計画における高度衛生管理とは

本計画における「高度衛生管理」とは、取り扱う水産物について、陸揚げから

荷さばき、出荷に至る各工程において、(生物的、化学的あるいは物理的)危害を

分析・特定の上、危害要因を取り除くためのハード及びソフト対策を講じるとと

もに、取組の持続性を確保するための定期的な調査・点検の実施及び記録の維持

管理と要請に応じた情報提供を可能とする体制を構築することで、総合的な衛生

管理体制の確立を目指すものである。

＜高度衛生管理の対象エリアと対象水産物＞

高度衛生管理の対象エリアを次のとおりとし、対象エリアで取り扱われる全ての水産物

を対象水産物とする(結果、本地区で取り扱う全ての水産物が対象となる)。

１．海外まき網漁船が陸揚げする冷凍カツオ、マグロを取り扱う外港南地区の高度衛生

管理型荷さばき所及び隣接する既設荷さばき所(以降、外港南側荷さばき所という。)

２．大中型及び中・小型まき網漁船が陸揚げするサバ、アジ、イワシ等の青物を取り扱

う外港北側荷さばき所

３．マダイ、キビナゴ、イカ等の沿岸物を取り扱う内港荷さばき所

なお、対象エリアには、これら荷さばき所に加え、その前面の岸壁及び泊地を含む。
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＜高度衛生管理の対象エリアの現況＞

１．高度衛生管理型荷さばき所及び外港南側荷さばき所

冷凍カツオ、マグロは、海外まき網漁船や輸入運搬船から船上及び陸上クレーンに

よって岸壁上にある受台に降ろされる。受台からベルトコンベアで所内へ移送され、

自動選別機等で選別された後、魚函に入れられる。見本品入札のため、陳列、セリに

よる場内滞留時間はなく、魚函は速やかにトラックに積み込まれ、漁港内外の冷蔵庫

に入庫後、鰹節加工業者が必要量を随時出庫する。一方、仲買により地区外へ流通す

る物は、冷凍車に積み込まれて搬出される。

２．外港北側荷さばき所

サバ、アジ、イワシ等の青物は、まき網船から船上クレーンによって岸壁上にある

受台に降ろされ、受台上で選別される。選別された青物は、所内に移送後、魚箱また

は大缶に入れられ、施氷、陳列に続いて入札される。落札後は、各業者により出荷先

ごとに容器に入れ替えられ、施氷の後にトラックへ積み込み、漁港内外の冷蔵庫また

は市内の水産加工場あるいは地区外へ搬出される。

３．内港荷さばき所

マダイ、キビナゴ、イカ等の沿岸物は、漁船から主に人力で岸壁上のカゴに降ろさ

れ、荷さばき所から離れている場合はトラックにより所内に搬入される。その後、荷

さばき所の床に敷いた選別シートの上で選別され、陳列容器に入れられ施氷、陳列に

続いて入札される。落札後は、各業者により出荷先ごとに容器に入れ替えられ、トラ

ックに積込まれ、主に地域の小売店や飲食店へ搬出される。

高度衛生管理エリア

内港：マダイ、キビナゴ、イカ等

（沿岸漁業漁船）

外港北側：サバ、アジ、イワシ

（まき網漁船）

外港南側：冷凍カツオ、冷凍マグロ

（海外まき網漁船）

【平成28年4月供用開始】

高度衛生管理型荷さばき所

※前面岸壁100m(1ﾊﾞｰｽ)は-9.0m水深対応

外港南側荷さばき所

外港北側荷さばき所

内港荷さばき所
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問題点

本地区で取り扱う各魚種の陸揚げから荷さばき、出荷の各工程における衛生管理さらに

は輸出促進を図る上での課題・問題点は次のとおり。

１．外港南側荷さばき所(冷凍カツオ、冷凍マグロ)

1) 大型船に対応した岸壁延長の不足

海外まき網漁船の陸揚げは、本地区を含めて焼津、山川の３漁港にほぼ限定され

るため、漁模様により複数隻が同時に入港することが多い。

しかし、大型船に対応した岸壁延長の不足により、係留中の漁船への横付けや沖

待ちしての陸揚げ待機が生じている。

2) 冷蔵容量の不足

従来から、本地区で必要とする鰹節原料となる冷凍カツオ(低温物)を自港陸揚げ

だけでは賄えず、焼津や博多地区からの陸送調達を強いられていたことから、平成

28年度以降、運搬船事業により自港陸揚げの推進を図ってきた。

しかし、運搬船は一度に約２千トンと多量のカツオを陸揚げするため、入庫する

既設低温冷蔵庫の残容量が一気に不足し、陸揚げを希望する海外まき網漁船の入港

を断る一方で、入港に間が空き在庫が減少した際は他地区から陸送して調達する非

効率が続くなど、陸揚げ受入能力の向上を図る必要がある。

3) 水産物の品質低下の懸念

① 日射や風雨による鮮度低下、塵埃や鳥糞等の異物混入による汚染

陸揚げ後の搬入や出荷時の積込作業を一部屋外で行うほか、開放的な建物内で荷

さばき作業を行うため、日射や風雨による魚体温度の上昇と解凍に伴う鮮度の低下

が懸念される。さらに、塵埃や鳥糞等の混入・付着による汚染も懸念される。

② 車両進入による水産物の汚染

搬出時は岸壁や荷さばき所内にトラックが進入するため、タイヤに付着した異物

の混入や排気ガス付着による汚染が懸念される。

③ 水産物・人・車両の動線の交差による汚染

搬入、選別等荷さばき、搬出など各作業の工程に応じたエリア分けがなされてお

らず、交差事故の危険があるほか異物の混入や人、車両からの汚染が懸念される。

④ 設備、器材等からの汚染

陸揚げの際に使用する受台の接地面が木製のため、木くずが混入するおそれがあ

るほか、受台表面に残渣が残り、菌が増殖しての付着も懸念される。

魚函は使用後に洗浄するものの、屋外に仮置きして随時使用するため、魚函に鳥

糞や塵埃が付着しての汚染が懸念される。
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２．外港北側荷さばき所(サバ、アジ、イワシ等の青物)

1) 水産物の品質低下の懸念

① 日射による鮮度低下、雨、塵埃や鳥糞等の異物混入による汚染

選別作業を屋外で行うほか、開放的な建物内で荷さばき作業を行うため、日射に

よる魚体温度の上昇や、雨、塵埃や鳥糞等の混入・付着による汚染が懸念される。

② 荷さばき所への車両進入による水産物の汚染

搬出時は岸壁や荷さばき所内にトラックが進入するため、タイヤに付着した異物

の混入や排気ガス付着による汚染が懸念される。

③ 水産物・人・車両の動線の交差による汚染

搬入、選別等荷さばき、搬出など各作業の工程に応じたエリア分けがなされてお

らず、交差事故の危険があるほか異物の混入や人、車両からの汚染が懸念される。

④ 施氷不足による水産物の鮮度低下

当該荷さばき所で取り扱う鮮魚は年間３、４万トンに及び、施氷用に大量の氷を

必要とするが、民間製氷施設の廃業に伴い、平成28年以降は漁港全体の製氷能力が

従前の110t/日から70t/日まで低下しており、施氷が追いつかずに鮮度低下を招く

ほか、市外から氷を調達せざるを得ない非効率な状況にある。

さらに、所内への氷運搬で車両が進入するため、タイヤに付着した異物の混入や

排気ガス付着による汚染が懸念される。

⑤ 排水施設の管理不足による前面泊地水質の悪化

岸壁や荷さばき所における作業や清掃で生じた汚水は、排水溝を通じて適切に処

理しているものの、残滓の堆積等により汚水が溢れ、前面泊地に流出して水質を悪

化させる懸念がある。

３．内港荷さばき所(マダイ、キビナゴ、イカ等の沿岸物)

1) 水産物の品質低下の懸念

① 日射による鮮度低下、雨、塵埃や鳥糞等の異物混入による汚染

陸揚げ後の搬入や出荷時の積込作業を一部屋外で行うほか、壁を有するものの開

口部が未対策のため、日射による魚体温度の上昇や、雨、塵埃や鳥糞等の混入・付

着による汚染が懸念される。

② 荷さばき所への車両進入による水産物の汚染

一部搬入や搬出時は岸壁や荷さばき所内にトラックが進入するため、タイヤに付

着した異物の混入や排気ガス付着による汚染が懸念される。
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③ 水産物・人・車両の動線の交差による汚染

搬入、選別等荷さばき、搬出など各作業の工程に応じたエリア分けがなされてお

らず、交差事故の危険があるほか異物の混入や人、車両からの汚染が懸念される。

④ 排水施設の未設置による前面泊地水質の悪化

岸壁及び荷さばき所に排水溝がなく、洗浄後の排水さらに残滓や血水が前面泊地

に流出しており、泊地環境を悪化させる懸念がある。

⑤ 設備、器材等からの汚染

所内の活魚水槽で使用する海水は、ろ過しているものの未殺菌のため、水槽内の

水産物への直接的な汚染のほか、水槽からの溢水により床面等が汚染される。

その上で、選別、計量作業を荷さばき所床面に敷いたシートの上で行っているた

め、跳ね水や長靴からの異物混入により取り扱う水産物が汚染される懸念がある。

さらに、木製の入札台を使用しているため、入札台付近の水産物へ木くずの混入

や木材表面に付着したカビ等による汚染が懸念される。

４．各荷さばき所共通事項

1) 人からの汚染の懸念

各荷さばき所ともに人の出入りが自由で、手や長靴の洗浄を伴う入場管理がされて

おらず、手や長靴からの汚染が懸念される。

2) 床に落下した水産物の取扱

各荷さばき所ともに、水産物が作業中に落下することがあり、異物混入のほか魚体

損傷のおそれがある。しかし、この落下した水産物の取扱について、具体のルールが

決まっていない。
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基本方針

＜枕崎漁港における高度衛生管理の対応の方向性＞

高度衛生管理の対象エリアにおける陸揚げから荷さばき、出荷までの各工程において、

水産物の危害要因を取り除くためのハード及びソフト対策を以下の基本方針に基づき講じ

るとともに、取組の持続性を確保するための定期的な調査・点検・記録の保管及び要請に

応じた情報提供を可能とする「衛生管理に対する総合的な管理体制」の確立を目指す（漁

港における衛生管理基準のレベル3を目指す）。

＜枕崎漁港における高度衛生管理の基本方針＞

１．外港南側荷さばき所(冷凍カツオ、冷凍マグロ)

荷さばき所の改良による開口部対策、庇の整備や搬出エリアのプラットフォーム化

等のハード対策とともに、衛生管理に関するルールづくりや普及・啓発による持続的

体制の構築等のソフト対策を行う。

また、これら衛生管理の取組とともに、海外まき網漁船の陸揚げ受入能力を強化

し、地域水産加工業の維持・発展と輸出促進を図る。

1) 大型船に対応した岸壁延長の確保

自港陸揚げ能力の向上を図るとともに、海外まき網漁船の円滑な操業に寄与するた

め、現在の－8.0ｍ岸壁２バースについて、大型の海外まき網漁船が安全に利用でき

る水深－9.0ｍへ増深し、３隻係留体制(陸揚げ２バース、休けい１バース)を確立す

る。なお、供用済の陸揚岸壁１バースに続き、今回整備の陸揚岸壁１バースについて

も耐震強化岸壁として整備し、被災後の水産業の早期回復に資する。

2) 冷蔵容量の増強

自港調達による陸送調達からの負担解消と、地域水産加工業の安定さらには輸出促

進を図るため、鰹節原料となる低温物カツオの入庫に対応できる、公称１万トンの低

温冷蔵施設を整備する。

3) 水産物の品質確保

① 水産物の温度管理と異物混入の防止

日射や風雨による魚体温度の上昇や解凍を防止するとともに、塵埃や鳥糞といっ

た異物の混入を防止するため、荷さばき所に庇、防鳥ネットや腰壁等を設ける。

② 高度衛生管理の対象エリアへの車両の進入禁止

岸壁や荷さばき所への車両進入を禁止することで、タイヤに付着した異物や排気

ガスの付着による水産物の汚染を防止する。具体には、搬出エリアのプラットフォ

ーム化で物理的に進入を禁止し、所内では電動フォークリフトのみを使用する。
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③ 適切なゾーニング

水産物・人・車両の交差に起因する水産物の汚染を防止するため、陸揚げから搬

出までの一連の流れを踏まえてゾーニングすることにより、各作業エリアを明確に

し、水産物の流れを一方向に統一した動線を確保する。

④ 設備、器材等の衛生管理の徹底

陸揚げ時に使用する受台について、木くず等の異物混入や菌の増殖の防止を図る

ため、金属製へ変更する。

また、魚函の仮置き時の汚染を防止するため、荷さばき所内に魚函の洗浄施設と

仮置きスペースを確保する。

２．外港北側荷さばき所(サバ、アジ、イワシ等の青物)

荷さばき所の改良による開口部対策、庇の整備や搬出エリアのプラットフォーム化

等のほか、陸揚岸壁の耐震化、製氷施設の整備などハード対策とともに、衛生管理に

関するルールづくりや普及・啓発による持続的体制の構築等のソフト対策を行う。

1) 水産物の品質確保

① 水産物の温度管理と異物混入の防止

日射による魚体温度の上昇を防止するとともに、雨、塵埃や鳥糞といった異物の

混入を防止するため、荷さばき所に庇、防鳥ネットや腰壁等を設ける。

② 高度衛生管理の対象エリアへの車両の進入禁止

岸壁や荷さばき所への車両進入を禁止することで、タイヤに付着した異物や排気

ガスの付着による水産物の汚染を防止する。具体には、搬出エリアのプラットフォ

ーム化で物理的に進入を禁止し、所内では電動フォークリフトのみを使用する。

③ 適切なゾーニング

水産物・人・車両の交差に起因する水産物の汚染を防止するため、陸揚げから搬

出までの一連の流れを踏まえてゾーニングすることにより、各作業エリアを明確に

し、水産物の流れを一方向に統一した動線を確保する。

④ 製氷能力の確保による確実な施氷

低下した日産40tの製氷能力と150tの貯氷能力を備えた製氷施設を整備する。な

お、当該荷さばき所に隣接して整備することで、ホースによる氷供給を可能とし、

車両進入による排気ガス付着など危害要因を排除する。

⑤ 排水施設の適切な管理

排水溝に残滓が堆積しての汚水溢水による前面泊地の水質悪化を防止するため、

適切に清掃するなど、適切な管理を行う。

-10-



３．内港荷さばき所(マダイ、キビナゴ、イカ等の沿岸物)

荷さばき所の改良による開口部対策、庇の整備や搬出エリアのプラットフォーム化

等のほか、活魚水槽で使用する海水の殺菌装置、排水施設の整備などハード対策とと

もに、時間的区分でのゾーニングによる動線確保、衛生管理に関するルールづくりや

普及・啓発による持続的体制の構築等のソフト対策を行う。

1) 水産物の品質確保

① 水産物の温度管理と異物混入の防止

日射による魚体温度の上昇を防止するとともに、雨、塵埃や鳥糞といった異物の

混入を防止するため、荷さばき所に庇、防鳥ネット等を設ける。

② 高度衛生管理の対象エリアへの車両の進入禁止

岸壁や荷さばき所への車両進入を禁止することで、タイヤに付着した異物や排気

ガスの付着による水産物の汚染を防止する。具体には、搬出エリアのプラットフォ

ーム化で物理的に進入を禁止し、所内では電動フォークリフトのみを使用する。

③ 適切なゾーニング

水産物・人・車両の交差に起因する水産物の汚染を防止するため、陸揚げから搬

出までの一連の流れを踏まえてゾーニングすることにより、各作業エリアを明確に

し、水産物の流れを一方向に統一した動線を確保する。

なお、限られたスペースのため、選別・計量、入札、搬出準備は同一のエリアで

作業することとし、作業時間帯により区分してのゾーニングとする。

④ 排水の適切な処理

前面泊地水質の悪化を防止するため、排水工を整備し、集水した汚水を排水処理

設備で適切に処理した後に排水する体制を構築する。

⑤ 設備、器材等の衛生管理の徹底

未殺菌の海水により、活魚水槽内の水産物への汚染や溢水による荷さばき所床面

等の汚染を防止するため、清浄海水を使用するための海水殺菌装置を整備する。

また、跳ね水や長靴による汚染を防止するため、選別及び計量作業を専用の台の

上で行うほか、木くずの混入やカビによる水産物の汚染を防止するため、入札台の

材質を変更する。
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４．各荷さばき所共通事項

1) 人からの汚染防止のための体制構築

荷さばき所の出入口を限定し、入場者の管理を行う。

また、陸揚げから搬出までの水産物の取扱において、施設、機材の洗浄や入場の際

の手洗い、長靴洗浄に必要な施設の設置と実施、喫煙や飲食行為など非衛生行為の禁

止など、ルールを明確に定め、関係者への周知徹底を図る。

さらに、衛生管理の必要性など、普段から水産物の衛生管理に対して関心を高める

よう、講習会や研修会を定期的に開催する。

なお、衛生管理に係るチェックや検査等の結果は適切に記録、保管することとし、

必要に応じてそれらの情報を提供できる体制を確立する。

2) 水産物の取扱適正化を図るルールづくり

作業時に落下した水産物には異物混入や魚体損傷の可能性があるため、その取扱に

ついてルール化し、関係者への周知徹底を図る。

高度衛生管理を実施するための体制の構築

今後、荷さばき所等の施設整備(ハード)と併せ、高度な衛生管理体制を実現するため、

衛生管理作業マニュアル・チェックリストの作成、衛生管理の責任者・役割分担、衛生管

理状態の記録とその保持ができるよう、体制(ソフト)を構築する。

今後、管理すべきものとして検討を行う事項は以下のとおりである。

・施設の管理に関する事項

・人の管理に関する事項

・車の管理に関する事項

・有害動物等の管理に関する事項

・水の管理に関する事項

・排水の管理に関する事項

・容器等の管理に関する事項

・魚介類の管理に関する事項

・廃棄物の管理に関する事項

・手洗い場・トイレに関する事項
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５ 高度衛生管理を推進するための施設整備計画の内容

５－１ 計画の内容

該当する事業名 事業主体 施設名 計画数量 実施予定年度 備考

水産流通基盤 鹿児島県 －9.0ｍ岸壁(新設) 100ｍ Ｈ23～Ｈ27 前事業計画対応済
整備事業

－9.0ｍ岸壁(新設) 210ｍ Ｈ28～Ｒ２ -8.0m岸壁増深

－6.0ｍ岸壁(改良) 225ｍ Ｒ３～Ｒ５ 耐震化

－9.0ｍ泊地(新設) 35,760㎡ Ｈ24～Ｈ27 前事業計画対応済

－9.0ｍ泊地(新設) 56,750㎡ Ｈ29～Ｒ３ -8.0m泊地増深

高度衛生管理型荷さばき所 １式 Ｈ24～Ｈ27 前事業計画対応済

枕崎市漁業 荷さばき所(改良) １式 Ｒ５～Ｒ７ 外港南
協同組合

荷さばき所(改良) １式 Ｒ７～Ｒ10 外港北

荷さばき所(改良) １式 Ｒ８～Ｒ10 内港

製氷施設(新設) １式 Ｈ29～Ｒ１ 製氷40t/日

冷蔵施設(新設) １式 Ｒ２～Ｒ５ 低温型公称10,000t

◆施設の設計に当たっては、被災後も安定的な陸揚げ、荷さばき作業を可能とするよう、所要の耐震設計を

施す。

◆荷さばき所の整備にあたっては、清浄な海水の取水施設、荷さばき所及び陸揚げ岸壁への人・車の入場時

の洗浄施設や管理通路を導入する。

◆場内専用フォークリフト、パレット等の資機材の整備は別途検討する。

事業スケジュール

H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 備考

－9.0ｍ岸壁(新設) H23～H27

－9.0ｍ岸壁(新設)

－6.0ｍ岸壁(改良)

－9.0ｍ泊地(新設) H24～H27

－9.0ｍ泊地(新設)

高度衛生管理型荷さばき所 H24～H27

外港南荷さばき所(改良) 冷凍カツオ

外港北荷さばき所(改良) 青物

内港荷さばき所(改良) 沿岸物

製氷施設(新設)

冷蔵施設(新設)
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５－２ 漁港機能の再編に伴う漁港施設の再配置に伴う区画整理計画

概要

製氷施設及び冷蔵施設の新設整備に必要な施設用地については、既存用地の土地利用計

画の見直しにより確保し、新たな用地造成は行わない。

＜製氷施設用地＞

本地区での氷の使用は、外港北側荷さばき所で取り扱う青物の施氷供給が主な使途で

あるとともに、今後は場内への車両進入禁止に取り組むため、当該荷さばき所に隣接し

て新設し、パイプにより場内へ氷を供給する体制とする。

そのため、当該荷さばき所が立地する既存荷さばき所用地の一部(現在は余地)を製氷

施設用地に土地利用計画を見直し、製氷施設を整備する。

＜冷蔵施設用地＞

外港北側埠頭は、大中型及び中・小型まき網漁船による青物の陸揚げのほか、平成11

年度に外港南側埠頭が完成するまでの間、海外まき網漁船による冷凍カツオ、マグロも

取り扱っていた。

外港北側荷さばき所に隣接する野積場及び駐車場用地について、外港南側埠頭の完成

により海外まき網漁船の利用が移動し、現在は当該用地の利用が低下していること、ま

た、冷蔵施設が漁港内にあることが流通面や衛生管理の取組を進めるに当たり有利であ

ることを踏まえ、当該野積場及び駐車場用地を冷蔵施設用地に土地利用計画を見直し、

冷蔵施設を整備する。

対象範囲 主な用途 整備前面積 一時取得 整備後面積
予定面積

漁港施設用地 91,761.4㎡ 91,761.4㎡

公共用地(補助対象) 荷さばき所用地 47,522.6㎡ 46,624.7㎡

→ 製氷施設用地 ０㎡ 897.9㎡

野積場用地 40,202.2㎡ 31,737.0㎡

駐車場用地 4,036.6㎡ 2,372.6㎡

→冷凍及び冷蔵施設用地 ０㎡ 10,129.2㎡

公共用地(その他)

その他用地

その他公有地

その他民有地

-14-



６ 施設整備以外の取組

品質・衛生管理に取り組む体制として、漁業協同組合、加工業組合等の市場関係者や地

元関係者及び行政機関で構成する「枕崎漁港水産物品質・衛生管理推進協議会」を平成28

年３月に設立し、今後も地域一体となって組織的な衛生管理に取り組む。

さらに、供用済の外港南側高度衛生管理型荷さばき所については、EU-HACCP登録に向け

て既存衛生管理マニュアルの必要な見直しを行い、輸出推進に向けた体制を強化する。

７ 高度衛生管理の推進により見込まれる効果

本計画に基づく漁港施設整備により、海外まき網漁船の入港と陸揚げに対して受入能力

が増強されることで、地域の基幹産業である鰹節製造業への原料の安定調達が図られると

ともに、今後の増産も期待される。さらに衛生管理の強化により、本地区ブランド「枕崎

鰹節」の評価向上にもつながり、国内外への販路拡大も期待される。

さらに、大中型及び中・小型まき網漁業や沿岸漁業においても、荷さばき所の衛生管理

高度化による品質維持により、水産物の魚価安定が図られ、新規就業者の確保や若年層の

雇用など波及効果も期待できる。

８ 基本計画の着実な推進に係る事項

＜地域計画と本計画との整合性＞

鹿児島県は、「鹿児島県水産業振興基本計画」(計画期間：平成23年度～令和２年度)

において、良質な水産物の安定供給を図るための漁港整備や衛生管理に対応した施設の

整備を施策としている。

枕崎市では、「第６次枕崎市総合振興計画前期基本計画」(計画期間：平成28年度～

令和３年度)」において、輸出を見据えて漁港機能や水産加工の高度化を進め、消費者

に信頼される水産物及び水産加工品を提供する必要があるとしている。

＜衛生管理の運営体制＞

供用済の高度衛生管理型荷さばき所で実践している取組を漁港全体に拡大する。

そのため、「枕崎漁港水産物品質・衛生管理推進協議会」等により、衛生管理を継続

的に行うためのルールや体制の強化に努めていく。

なお、当該事業で整備する製氷施設及び冷蔵施設については、本漁港の利用漁船のほ

か、当該地区内の漁業協同組合、水産加工業者及び流通業者が利用するものである。

９ その他特記事項(特記事項、参考となる資料等)

写真、整備後のイメージ図等
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写真等

全景 平成29年２月撮影

外港南側 平成28年３月撮影

内港 平成26年10月撮影 外港北側 平成26年10月撮影
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枕崎漁港外港南側における海外まき網漁船の陸揚げ、荷さばき状況

（高度衛生管理型荷さばき所：冷凍カツオ、冷凍マグロ）

漁船の入港・着岸

クレーンで受け台に陸揚げ

コンベアで所内に移送

人による魚種別選別

自動選別機でサイズ別選別

傷物の除去

コンベアから輸送容器へ

トラックへの積込

計量後、搬出
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枕崎漁港外港南側における海外まき網漁船の陸揚げ、荷さばき状況

（既設荷さばき所：冷凍カツオ、冷凍マグロ）

漁船の入港・着岸

クレーンで受け台に陸揚げ

コンベアで所内に移送

人による魚種別選別

自動選別機でサイズ別選別

傷物の除去

コンベアから輸送容器へ

容器の移し替え（必要時）

搬出待ち

トラックへ積込後、搬出

-19-



枕崎漁港外港北側におけるまき網漁船等の陸揚げ、荷さばき状況

（既設荷さばき所：サバ、アジ、イワシ等）

漁船の入港・着岸

陸揚げ

選別

選別

計量

施氷後に陳列、セリ

計量せず大缶で陳列、セリ

再度、施氷をして積込、出荷
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枕崎漁港内港における沿岸漁業漁船の陸揚げ、荷さばき状況

（既設荷さばき所：マダイ、キビナゴ、イカ等）

漁船の入港・着岸

陸揚げ

所内への搬入

計量

施氷後に陳列

セリ

出荷
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・外港南側の岸壁延長と冷蔵容量の不足

海外まき網漁船の同時入港時は、岸壁延

長の不足で横付け係留で対応。

また、現在では、多量の陸揚げで冷蔵庫

が満杯になり、次船の入港と陸揚げを断ら

ざるを得ない状況

平成28年６月撮影

・外港南側の岸壁延長の不足

海外まき網漁船から転載を受けた冷凍運

搬船が沖待ちして陸揚げを待機する状況

平成27年11月撮影

・外港南側荷さばき所の屋外作業

高度衛生管理型荷さばき所に隣接する既

設荷さばき所では、作業スペースが確保で

きず、屋外での作業を余儀なくされ、日射

による解凍や雨水、鳥糞等の付着による品

質低下が懸念

平成27年９月撮影

・外港北側荷さばき所の屋外作業

既設荷さばき所のスペースが狭

いため、陸揚げや選別作業を屋外

でせざるを得なく、日射による鮮

度低下や雨水、鳥糞等の付着によ

る品質低下が懸念

平成27年11月撮影
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・外港北側荷さばき所の氷供給能力の不足

当該荷さばき所では、サバ、アジ、イワ

シ等の青物を取り扱うため、多量の氷を必

要とするが、民間製氷施設の廃業で氷供給

能力が不足しており、他地区からの調達を

余儀なくされている。また、トラック進入

による水産物への排気ガス付着も課題。

平成27年９月撮影

・内港荷さばき所の状況

床面の劣化で排水が溜まるほか、場内で

車両の洗浄が行われるなど、適切な排水処

理や衛生管理に向けたソフト面の取組も必

要。

平成27年11月撮影
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